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【資料５】



20歳到達者向け年金制度説明用動画の周知

●「二次元コード用」ページ

国民年金の加入と保険料のご案内

20歳到達者リーフレット（R3.4以降） 機構ホームページ

国民年金のメリッ
ト

100-123-456-789更新日:2020年7月31日印刷する

・ページには、お客様にお伝えしたい情報を簡潔に記載し、詳細説明ページへのリン
クを貼る。【広報指2020-5】

●制度内容の詳細ページ（20歳到達時の国民年金手続き）

【イメージ】

〇年金制度の詳しい動画はこちらをク
リック

保険料の納付方法の
詳しい動画はこちらをク
リック

学生納付特例の
詳しい動画はこちらをク
リック
免除申請の
詳しい動画はこちらをク
リック

納付方法
動画

制度説明
動画

二次元コードをスマート
フォン等でスキャン

・２次元コードを関係機関（市町村・大学等）に
提供。SNSやHPを通じて2次元コード用ページへ
リンク依頼。
（令和3年2月～）

クリックすると詳細説明ページのタイトルへ
リンク

・Twitterによる周知（厚生労働省リツイート）
（令和3年2月～）毎月

〇機構からダイレクトに周知 【大学等教育機関・関係団体】 【市町村】
〇大学HPへのリンク依頼
〇学内ポータルサイトへの掲載依頼
〇年金セミナー時に動画による説明

〇「かけはし」による周知
〇市町村HP、SNSによる周知
〇市町村広報誌による周知

【年金事務所】 〇年金制度説明（オンライン）に活用
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○ ２次元コード

○ 動画の概要

モニタリングの実施

以下の３点について、若年者の意見を反映するためのモニタリングを実施した上で作成しました。

① 若年者の興味を引くこと

② 視聴しようと思わせるような誘導方法、最後まで視聴してもらうため内容に工夫すること

③ 若年者が分かりやすく理解できるよう、可能な限り平易な言葉を使うこと

○ 動画の構成

次の５つの動画構成により作成しました。

☜ こちらから二次元コード用ページにアクセスできます。

20歳到達者向け年金制度説明用動画の周知 令和4年度全国年金委員研修資料
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① 年金制度やメリットなどの紹介動画 （４分15秒）

〇 ２０歳になった方にお送りしている、国民年金加入のお知らせについて紹介し、老後のための「老齢年金」のほか、
若くても万が一の時には「障害年金」や「遺族年金」が受け取れます。ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納
のまま放置するとこれらの年金が受け取れなくなる場合があることの説明。

２０歳到達者に対する制度周知用動画の構成 令和4年度全国年金委員研修資料
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② 保険料の納付方法の紹介動画 （6分55秒）

〇 国民年金加入のお知らせに同封している納付書で保険料（ご自身の２０歳の誕生日の前日が含まれる月分から）を納める必要があること、
保険料は、金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付、また、口座振替やクレジット納付も可能です。

付加保険料とは、定額保険料のほかに月額４００円を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金を増額できる制度です。
前納とは、まとめて前払いすることで割引が受けられるしくみ。
付加保険料や前納は申出月からの開始となりますので、誕生月からの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。

２０歳到達者に対する制度周知用動画の構成
令和4年度全国年金委員研修資料
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③ 学生納付特例制度の紹介動画 （5分25秒）

○ 保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度があります。
保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。前年所得により審査を行います。
学生の方は、免除・納付猶予制度をご利用いただけません。学生納付特例制度をご利用ください。

➃ 免除・納付猶予制度の紹介動画 （5分17秒）

２０歳到達者に対する制度周知用動画の構成
令和4年度全国年金委員研修資料
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⑤ 臨時特例免除の紹介動画 （1分45秒）

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時
特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除・猶予や学生納付特例の手続きが可能です。

２０歳到達者に対する制度周知用動画の構成
令和4年度全国年金委員研修資料
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20歳到達の前月に事前のお知らせを送付

例

○ 令和３年６月に２０歳の到達する方から、前納制度や付加年金制度、口座振替・クレジットカードによる納付を案内した加入前の
お知らせを送付しています。

前納制度や付加年金制度については、申出月からの開始となりますので注意が必要です。

令和4年度全国年金委員研修資料
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１ 新型コロナウイルス感染症に係る国民年金保険料免除・納付猶予申請及び学生納付特例申請の臨時特例制度

令和4年度全国年金委員研修資料

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた
簡易な手続きにより、国民年金保険料免除や学生納付特例申請が可能となりました。（受付開始日：令和2年5月1日）

〇対象となる方 以下のいずれにも該当する方が対象になります。

➀新型コロナウイルス感染症の影響
による収入の減少

②所得が相当程度まで下がった場合

令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。

令和２年２月以降の所得の状況からみて、所得見込額（※1）が、国民年金保険料免除等基準相当（※２）（※３）

になることが見込まれる方

※1 令和２年２月以降の任意の月における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
※2 所得見込額が全額免除等基準相当や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除等が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者（納付猶予は配偶者のみ、学生は本人のみ）も審査の対象となります。

また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が➀と②に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。

〇申請の対象となる期間 令和２年度分として 令和２年７月分から令和３年６月分まで （学生については 令和２年４月分から令和３年３月分まで)

※ 複数年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。（申請書は申請する年度ごとに１枚必要となります）
なお、過去期間の申請は、申請書が受理された月から2年1か月前（すでに保険料が納付済の月を除く）までとなります。

〇申請に必要なもの １．国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書
※ 「⑫特例認定区分」欄の「３．その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。

２．所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用））
３．学生証のコピー ※（学生のみ）

〇申請方法 ●国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
●申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。
＊新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

〇注意事項 ●任意加入の方はご利用できません。●付加年金、国民年金基金に加入されている方は、免除等が承認されるとご利用できなくなります。
●失業や退職、事業廃止により保険料の納付が困難な場合は、所得の申立書が無くても免除申請ができます。

令和３年度分として 令和３年７月分から令和４年６月分まで （学生については 令和３年４月分から令和４年３月分まで)
令和４年度分として 令和４年７月分から令和５年６月分まで （学生については 令和４年４月分から令和５年３月分まで)



出産予定日又は出産日が属する月の前月から４か月間（以下「産前産後 免除期間」といいます。）の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の３か月前から６か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方を含みます。）

産前産後免除期間に国民年金第１号被保険者の期間を有する方
※出産日が平成３１年２月 1 日以降の方が対象になります。

出産予定日の６か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

お住まいの市（区）役所、町村役場の国民年金担当窓口

平成31年4月1日
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２ 産前産後の国民年金保険料制度

令和4年度全国年金委員研修資料

次世代育成支援の観点から、平成31年4月から国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料を免除する制度がスタートし、1年半が経ち
ました。

この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。
産前産後期間の保険料免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますので、

通常の保険料免除制度より有利なものとなっています。このため、既に免除を受けておられる方でも手続きをしていただくメリットがあります。

〇免除期間

〇対象者

〇届出時期

〇届出先

〇施行日

忘れずに手続きを
しましょう。
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３ 任意加入制度

令和4年度全国年金委員研修資料

やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて
年金額が少なくなってしまいます。

国民年金には、ご本人の申し出により「60 歳以上 65 歳未満」の 5 年間（納付月数480 月まで）、国民年金保険料を納めることで、
65 歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる［任意加入制度］があります。

次の①～⑤のすべての条件を満たす方です。
① 日本国内に住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の方
② 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③ 20 歳以上 60 歳未満までの保険料の納付月数が 480 月（40 年）未満の方
④ 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
⑤ 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動（医療滞在または医療滞在者の付添人）」や「特定活動（観光・保養等を目的と

する長期滞在または長期滞在者の同行配偶者）」で滞在する方ではない方
※年金の受給資格期間を満たしていない 65 歳以上 70 歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20 歳以上 65 歳未満の方も加入できます。

〇 65 歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
納付月数が多くなるほど 65 歳からの年金も多く受け取れます。

〇 万が一の際にも備えられます。
一定の要件を満たせば、加入期間中に、思わぬ事故や病気で障害が残ったときに障害基礎年金が、一家の働き手が亡くなった

ときには遺族基礎年金が受け取れます。

〇 長生きするほど、生涯に受け取る年金額も多くなります。

〇 納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。

〇60歳以上の方の任意加入の条件

〇任意加入のメリット
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４ 追納制度

令和4年度全国年金委員研修資料

国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除※）、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、
老齢基礎年金の年金額が少なくなります。

そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、１０年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める（追納する）
ことができます。

※障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間などは、本人からの届出により国民年金保険料が全額免除されます。これを法定免除といいます。

〇令和３年３月３１日までに追納する場合の保険料額（月額）

期 間

全額免除
法定免除
納付猶予

学生納付特例

一部免除

3/4 免除 半額免除 1/4 免除

平成24年 4月～平成25年 3月分 15,220 円 11,410 円 7,610 円 3,800 円
平成25年 4月～平成26年 3月分 15,190 円 11,390 円 7,600 円 3,800 円
平成26年 4月～平成27年 3月分 15,340 円 11,510 円 7,670 円 3,830 円
平成27年 4月～平成28年 3月分 15,670 円 11,750 円 7,830 円 3,920 円
平成28年 4月～平成29年 3月分 16,330 円 12,240 円 8,160 円 4,080 円
平成29年 4月～平成30年 3月分 16,540 円 12,410 円 8,260 円 4,130 円
平成30年 4月～平成31年 3月分 16,370 円 12,270 円 8,190 円 4,090 円
平成31年 4月～令和 2年 3月分 16,430 円 12,320 円 8,210 円 4,100 円
令和 2年 4月～令和 3年 3月分 16,540 円 12,400 円 8,270 円 4,130 円
令和 3年 4月～令和 4年 3月分 16,610 円 12,460 円 8,300 円 4,150 円

※免除などを受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。なお、上記 部分
の保険料には、一定の加算額が含まれています。

① 一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
(例えば、3/4 免除の期間を追納する場合は、残りの 1/4 の保険料を納めている必要があります)

② 老齢基礎年金を受けられる方は、追納できません。
③ 追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
④ 追納するためには、お申し込みが必要です。

「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記載し、お近くの年金事務所へご提出ください。 (郵送による提出も可能です)
・「国民年金保険料追納申込書」は、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）からダウンロードすることができます。

〇令和4年3月31日までに追納する場合の保険料額（月額）

〇追納に関する注意事項


